
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」（座長案） 

の白紙撤回とインクルーシブ教育の推進を求める声明文 

 

1981 年に発足した「障害児を普通学校へ・全国連絡会」(以下、全国連)は、共に生きる社会は共に学ぶ

どの子も分け隔てられることなく、地域の普通学級において共に学ぶ

教育を求めてきました。一昨年、日本においても批准された国連の「障害者権利条約」(以下、権利条約)

の理念は私たちの思いと同じものです。 

権利条約の基本理念は「インクルージョン」です。教育においてもインクルーシブ教育が進められなけれ

ばなりません。しかし現状は、権利条約を批准したにも関わらず、年々、特別支援教育を受ける子どもたち

が増加し、分離・別学体制が進んでいます。それは文部科学省(以下、文科省)が、権利条約のいうインクル

ーシブ教育の意味を歪曲し、現行の「特別支援教育」を拡充していくことがインクルーシブ教育システムの

構築につながるという独自の考えのもと、現行の特別支援教育を強化しているからです。 

特別支援教育の基本的考えは、特別支援学校・特別支援学級・特別支援教室（通級学級）・通常学級と多

様な学びの場を用意し、その子のニーズに合った場で別々に学ぶというものです。全国連は、「義務教育の

段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」(以下、本法案)は、特別支援教育の

多様な場の拡大であり、分離・別学体制の強化につながるものととらえています。 

下村前文科大臣はフリースクールを視察に行った際、「きつい制服を無理やり着せるのではなく、その子

にあったものを着せればいい」という内容のコメントしていました。今学校は、英語教育のために授業時数

が更に多くなり、道徳が教科化されます。全国一斉学力調査のために都道府県や区市村町単位でも独自の学

力テストが実施されています。競争と管理をますます強めるために、文科省自らが、普通学級の制服(教育

内容)をきつく息苦しいものにしておいて、「きつくて苦しい子は、無理して着ることはないですよ、別の

制服を用意しますから、そちらの方が楽ですよ、そのほうが、その子のためですよ」と言っているのです。

1979年の養護学校義務化の際、同じ考えのもとでたくさん用意されたのが養護学校や特殊学級でした。以後

37年間、特殊教育（後に特別支援教育）は、普通学級の能力主義・管理主義教育を補完し続けてきたのです。

そして、多くの子どもたちが普通学級から排除され続けてきたのです。 

本法案によって、さらに不登校の子のための特別な場もつくられようとしています。そして不登校の子ど

もと親たちは、今以上に追いつめられてしまいます。私たちは、これ以上、子どもたちを分けることを許す

ことはできません。文科省がするべきことは、多様な場を別に用意するのではなく、同じ教室の中で多様性

を認めあい、共に学ぶことができる普通学級にしていくことです。 

特別支援教育を進める学校が一方で不登校を起こさせているのです。新たに別な場をつくり、多様な教育

の機会として認めるというは、特別支援教育の拡充であってインクルーシブ教育ではありません。 

 以上の理由から、全国連は法案の白紙撤回と、権利条約のいう「インクルーシブ教育」の推進を強く求め

ます。                                      
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